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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の面上に第１の電極及び第２の電極が形成されている半導体素子と、
　対向面を、前記半導体素子の第１の面に対向させるように配置され、前記第１の電極及
び第２の電極にそれぞれ対向する位置に配置された第１の引出電極層及び第２の引出電極
層を含む支持基板と、
　前記支持基板の対向面及び前記半導体素子の第１の面の少なくとも一方の、少なくとも
一部の領域上に配置され、前記第１の電極及び第２の電極に対応する位置にそれぞれ第１
の開口及び第２の開口が形成されており、絶縁材料で形成された堰堤膜と、
　前記第１の開口内を通って、前記第１の電極と前記第１の引出電極層とを電気的に接続
する第１の接続部材と、
　前記第２の開口内を通って、前記第２の電極と前記第２の引出電極層とを電気的に接続
する第２の接続部材と
を有し、
　前記第１の接続部材は、前記第１の電極及び前記第１の引出電極層の一方の上に配置さ
れ、前記第１の開口の側面との間に第１の空隙を画定する第１のパッド電極と、他方の上
に配置され、前記第１のパッド電極に接続され、前記第１の空隙内に侵入しているが、該
第１の空隙を埋め尽くしてはおらず、前記第１のパッド電極と接続する際に溶融及び固化
する第１の導電部材とを含み、
　前記第２の接続部材は、前記第２の電極及び前記第２の引出電極層の一方の上に配置さ
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れ、前記第２の開口の側面との間に第２の空隙を画定する第２のパッド電極と、他方の上
に配置され、前記第２のパッド電極に接続され、前記第２の空隙内に侵入しているが、該
第２の空隙を埋め尽くしてはおらず、前記第２のパッド電極と接続する際に溶融及び固化
する第２の導電部材とを含む半導体装置。
【請求項２】
　前記第１のパッド電極の、前記第１の導電部材に対向する面に、溝が形成されている請
求項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　第１の面上に第１の電極及び第２の電極が形成されている半導体素子と、
　前記半導体素子の第１の面に対向配置され、前記第１の電極及び第２の電極にそれぞれ
対向する位置に配置された第１の引出電極層及び第２の引出電極層を含む支持基板と、
　前記支持基板の対向面の少なくとも一部の領域上に配置され、前記第１の電極及び第２
の電極に対応する位置にそれぞれ第１の開口及び第２の開口が形成されており、絶縁材料
で形成された堰堤膜と、
　前記半導体素子の前記第１の面、前記第１の電極、及び前記第２の電極の表面を覆う絶
縁材料からなる保護膜であって、該保護膜には、該第１の電極の上面の一部を露出させる
第３の開口、及び第２の電極の上面の一部を露出させる第４の開口が形成されており、前
記第１の開口を取り囲む環状の領域において、該保護膜の上面が前記堰堤膜の上面に接し
て、前記第１の開口内の空間と前記第３の開口内の空間とが繋がった第１の空間を形成し
、前記第２の開口を取り囲む環状の領域において、該保護膜の上面が前記堰堤膜の上面に
接して、前記第２の開口内の空間と前記第４の開口内の空間とが繋がった第２の空間を形
成する前記保護膜と、
　前記第１の空間内に配置され、前記第１の電極と前記第１の引出電極層とを電気的に接
続する第１の接続部材と、
　前記第２の空間内に配置され、前記第２の電極と前記第２の引出電極層とを電気的に接
続する第２の接続部材と
を有し、
　前記第１の接続部材は、前記第１の電極及び前記第１の引出電極層の一方の上に配置さ
れ、前記第１の開口の側面との間に第１の空隙を画定する第１のパッド電極と、他方の上
に配置され、前記第１のパッド電極に接続され、前記第１の空隙内に侵入しているが、該
第１の空隙を埋め尽くしてはおらず、前記第１のパッド電極と接続する際に溶融及び固化
する第１の導電部材とを含み、
　前記第２の接続部材は、前記第２の電極及び前記第２の引出電極層の一方の上に配置さ
れ、前記第２の開口の側面との間に第２の空隙を画定する第２のパッド電極と、他方の上
に配置され、前記第２のパッド電極に接続され、前記第２の空隙内に侵入しているが、該
第２の空隙を埋め尽くしてはおらず、前記第２のパッド電極と接続する際に溶融及び固化
する第２の導電部材とを含む半導体装置。
【請求項４】
　前記第１の導電部材及び前記第１のパッド電極のうち前記第１の引出電極層の上に配置
された方の部材の、前記半導体素子に対向する面が、前記第１の導電部材及び前記第１の
パッド電極のうち前記第１の電極の上に配置された方の部材の、前記支持基板に対向する
面よりも広く、前記堰堤膜が、前記第１の導電部材及び前記第１のパッド電極のうち前記
第１の引出電極層の上に配置された方の部材の、前記半導体素子に対向する面の一部に、
両者の密着性を高める材料からなる第１の接着層を介して密着している請求項３に記載の
半導体装置。
【請求項５】
　第１の面上に第１の電極及び第２の電極が形成され、該第１の電極上に第３の接続部材
が形成され、該第２の電極上に第４の接続部材が形成されている第１の基板を準備する工
程と、
　第２の面を、前記第１の基板の第１の面に対向配置した時、該第２の面上の、前記第３
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の接続部材及び第４の接続部材に対応する位置に、それぞれ第５の接続部材及び第６の接
続部材が形成され、該第５の接続部材及び第６の接続部材が、絶縁材料からなる堰堤膜で
被覆され、該堰堤膜に、該第５の接続部材及び第６の接続部材の上面を露出させる第１の
開口及び第２の開口が形成され、該第１の面の法線に平行な視線で見たとき、該第１の開
口の内側に前記第３の接続部材が位置し、該第２の開口の内側に前記第４の接続部材が位
置し、前記第１の開口の縁と前記第３の接続部材の縁との間に空隙が画定されており、前
記第２の開口の縁と前記第４の接続部材の縁との間に空隙が画定されている第２の基板を
準備する工程と、
　前記第３の接続部材を、前記第１の開口内を通して前記第５の接続部材に接触させると
共に、前記第４の接続部材を、前記第２の開口内を通して前記第６の接続部材に接触させ
、該第３の接続部材と第５の接続部材との接触部分、及び前記第４の接続部材と第６の接
続部材との接触部分を溶融させ、その後固化させる工程と
を有する半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　第１の面上に第３の接続部材及び第４の接続部材が形成されており、さらに前記第３の
接続部材と前記第４の接続部材とを覆い、前記第３の接続部材及び前記第４の接続部材の
各々の上面の一部を露出させる絶縁材料からなる保護膜が形成されている第１の基板を準
備する工程と、
　第２の面上に、絶縁材料からなる堰堤膜が形成され、該第２の面を、前記第１の基板の
第１の面に対向配置した時、該堰堤膜の、前記第３の接続部材及び第４の接続部材に対応
する位置に、それぞれ第１の開口及び第２の開口が形成され、該第１の開口内及び第２の
開口内にそれぞれ第５の接続部材及び第６の接続部材が配置され、該第５の接続部材と該
第１の開口の内周面との間、及び該第６の接続部材と第２の開口の内周面との間に空隙が
画定され、該第５の接続部材の上面は第１の開口の開口面から突出し、該第６の接続部材
の上面は第２の開口の開口面から突出している第２の基板を準備する工程と、
　前記第３の接続部材を前記第５の接続部材に接触させ、前記第４の接続部材を前記第６
の接続部材に接触させて、接触部分を溶融させ、その後固化させるとともに、前記第１の
開口を取り囲む環状の領域及び前記第２の開口を取り囲む環状の領域において、前記堰堤
膜の上面を前記保護膜の上面に接触させる工程と
を有し、
　前記第５の接続部材の体積及び前記第１の開口の大きさは、前記溶融させ、その後固化
させる工程において、溶融した材料が前記第５の接続部材と前記第１の開口の内周面との
間の前記空隙内に侵入し、前記第１の開口の外部には流出しない寸法にされており、前記
第６の接続部材の体積及び前記第２の開口の大きさは、前記溶融させ、その後固化させる
工程において、溶融した材料が前記第６の接続部材と前記第２の開口の内周面との間の前
記空隙内に侵入し、前記第２の開口の外部には流出しない寸法にされている半導体装置の
製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置及びその製造方法に関し、特に支持基板（サブマウント基板）に
半導体素子を実装した半導体装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１２に、特許文献１に開示された半導体発光素子及びサブマウント基板の断面図を示
す。サブマウント基板２００に半導体発光素子２１０が実装されている。サブマウント基
板２００は、シリコン基板２０１の表面上に形成された補助Ｎ側電極層２０３及び補助Ｐ
側電極層２０４を含んで構成される。補助Ｎ側電極２０３とシリコン基板２０１との間に
酸化皮膜２０２が配置され、両者が電気的に絶縁されている。補助Ｐ側電極層２０４は、
シリコン基板２０１の表面上に直接形成されている。補助電極２０３及び２０４は、例え
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ば、ＡｕとＳｎとの合金またはインジウム系の合金で形成される。
【０００３】
　サファイア基板を用いた半導体発光素子２１０の、サブマウント基板２００に対向する
面上に、Ｎ側電極２１１及びＰ側電極２１２が形成されている。Ｎ側電極２１１が補助Ｎ
側電極層２０３にハンダ付けされ、Ｐ側電極２１２が補助Ｐ側電極層２０４にハンダ付け
されている。
【０００４】
　シリコン基板２０１がリードフレーム２２０のＰ側端子部２２０ａに搭載されている。
補助Ｎ側電極２０３が、ワイヤ２２１により、リードフレーム２２０のＮ側端子部２２０
ｂに接続されている。
【０００５】
　半導体発光素子２１０から発光した光は、サファイア基板を通って、サブマウント基板
２００とは反対側の方向に放射される。
【０００６】
　特許文献２～４に、半導体発光素子の表面を絶縁性の保護膜で覆う技術が開示されてい
る。特許文献５に、電極と保護膜との間に、Ｔｉ、Ｎｉ、Ｗ等の接着強化層を挿入する技
術が開示されている。
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－３１８５１号公報
【特許文献２】特許第２９１４０６５号公報
【特許文献３】特許第２７７０７１７号公報
【特許文献４】特許第３２９２０４４号公報
【特許文献５】特許第３２５５２８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　図１２に示した半導体発光素子２１０をサブマウント基板（支持基板）２００に実装す
る時に、溶融したＡｕＳｎ合金等が横にはみ出し、Ｐ側電極とＮ側電極との間が短絡され
てしまう場合がある。半導体発光素子を保護膜で覆っても、この短絡を防止することはで
きない。
【０００９】
　本発明の目的は、支持基板への実装時における電極の短絡を防止することができる半導
体装置及びその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一観点によると、
　第１の面上に第１の電極及び第２の電極が形成されている半導体素子と、
　対向面を、前記半導体素子の第１の面に対向させるように配置され、前記第１の電極及
び第２の電極にそれぞれ対向する位置に配置された第１の引出電極層及び第２の引出電極
層を含む支持基板と、
　前記支持基板の対向面及び前記半導体素子の第１の面の少なくとも一方の、少なくとも
一部の領域上に配置され、前記第１の電極及び第２の電極に対応する位置にそれぞれ第１
の開口及び第２の開口が形成されており、絶縁材料で形成された堰堤膜と、
　前記第１の開口内を通って、前記第１の電極と前記第１の引出電極層とを電気的に接続
する第１の接続部材と、
　前記第２の開口内を通って、前記第２の電極と前記第２の引出電極層とを電気的に接続
する第２の接続部材と
を有し、
　前記第１の接続部材は、前記第１の電極及び前記第１の引出電極層の一方の上に配置さ
れ、前記第１の開口の側面との間に第１の空隙を画定する第１のパッド電極と、他方の上
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に配置され、前記第１のパッド電極に接続され、前記第１の空隙内に侵入しているが、該
第１の空隙を埋め尽くしてはおらず、前記第１のパッド電極と接続する際に溶融及び固化
する第１の導電部材とを含み、
　前記第２の接続部材は、前記第２の電極及び前記第２の引出電極層の一方の上に配置さ
れ、前記第２の開口の側面との間に第２の空隙を画定する第２のパッド電極と、他方の上
に配置され、前記第２のパッド電極に接続され、前記第２の空隙内に侵入しているが、該
第２の空隙を埋め尽くしてはおらず、前記第２のパッド電極と接続する際に溶融及び固化
する第２の導電部材とを含む半導体装置が提供される。
【００１１】
　本発明の他の観点によると、
　第１の面上に第１の電極及び第２の電極が形成されている半導体素子と、
　前記半導体素子の第１の面に対向配置され、前記第１の電極及び第２の電極にそれぞれ
対向する位置に配置された第１の引出電極層及び第２の引出電極層を含む支持基板と、
　前記支持基板の対向面の少なくとも一部の領域上に配置され、前記第１の電極及び第２
の電極に対応する位置にそれぞれ第１の開口及び第２の開口が形成されており、絶縁材料
で形成された堰堤膜と、
　前記半導体素子の前記第１の面、前記第１の電極、及び前記第２の電極の表面を覆う絶
縁材料からなる保護膜であって、該保護膜には、該第１の電極の上面の一部を露出させる
第３の開口、及び第２の電極の上面の一部を露出させる第４の開口が形成されており、前
記第１の開口を取り囲む環状の領域において、該保護膜の上面が前記堰堤膜の上面に接し
て、前記第１の開口内の空間と前記第３の開口内の空間とが繋がった第１の空間を形成し
、前記第２の開口を取り囲む環状の領域において、該保護膜の上面が前記堰堤膜の上面に
接して、前記第２の開口内の空間と前記第４の開口内の空間とが繋がった第２の空間を形
成する前記保護膜と、
　前記第１の空間内に配置され、前記第１の電極と前記第１の引出電極層とを電気的に接
続する第１の接続部材と、
　前記第２の空間内に配置され、前記第２の電極と前記第２の引出電極層とを電気的に接
続する第２の接続部材と
を有し、
　前記第１の接続部材は、前記第１の電極及び前記第１の引出電極層の一方の上に配置さ
れ、前記第１の開口の側面との間に第１の空隙を画定する第１のパッド電極と、他方の上
に配置され、前記第１のパッド電極に接続され、前記第１の空隙内に侵入しているが、該
第１の空隙を埋め尽くしてはおらず、前記第１のパッド電極と接続する際に溶融及び固化
する第１の導電部材とを含み、
　前記第２の接続部材は、前記第２の電極及び前記第２の引出電極層の一方の上に配置さ
れ、前記第２の開口の側面との間に第２の空隙を画定する第２のパッド電極と、他方の上
に配置され、前記第２のパッド電極に接続され、前記第２の空隙内に侵入しているが、該
第２の空隙を埋め尽くしてはおらず、前記第２のパッド電極と接続する際に溶融及び固化
する第２の導電部材とを含む半導体装置が提供される。
【００１２】
　本発明のさらに他の観点によると、
　第１の面上に第１の電極及び第２の電極が形成され、該第１の電極上に第３の接続部材
が形成され、該第２の電極上に第４の接続部材が形成されている第１の基板を準備する工
程と、
　第２の面を、前記第１の基板の第１の面に対向配置した時、該第２の面上の、前記第３
の接続部材及び第４の接続部材に対応する位置に、それぞれ第５の接続部材及び第６の接
続部材が形成され、該第５の接続部材及び第６の接続部材が、絶縁材料からなる堰堤膜で
被覆され、該堰堤膜に、該第５の接続部材及び第６の接続部材の上面を露出させる第１の
開口及び第２の開口が形成され、該第１の面の法線に平行な視線で見たとき、該第１の開
口の内側に前記第３の接続部材が位置し、該第２の開口の内側に前記第４の接続部材が位
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置し、前記第１の開口の縁と前記第３の接続部材の縁との間に間隙が画定されており、前
記第２の開口の縁と前記第４の接続部材の縁との間に間隙が画定されている第２の基板を
準備する工程と、
　前記第３の接続部材を、前記第１の開口内を通して前記第５の接続部材に接触させると
共に、前記第４の接続部材を、前記第２の開口内を通して前記第６の接続部材に接触させ
、該第３の接続部材と第５の接続部材との接触部分、及び前記第４の接続部材と第６の接
続部材との接触部分を溶融させ、その後固化させる工程と
を有する半導体装置の製造方法が提供される。
【００１３】
　本発明のさらに他の観点によると、
　第１の面上に第３の接続部材及び第４の接続部材が形成されており、さらに前記第３の
接続部材と前記第４の接続部材とを覆い、前記第３の接続部材及び前記第４の接続部材の
各々の上面の一部を露出させる絶縁材料からなる保護膜が形成されている第１の基板を準
備する工程と、
　第２の面上に、絶縁材料からなる堰堤膜が形成され、該第２の面を、前記第１の基板の
第１の面に対向配置した時、該堰堤膜の、前記第３の接続部材及び第４の接続部材に対応
する位置に、それぞれ第１の開口及び第２の開口が形成され、該第１の開口内及び第２の
開口内にそれぞれ第５の接続部材及び第６の接続部材が配置され、該第５の接続部材と該
第１の開口の内周面との間、及び該第６の接続部材と第２の開口の内周面との間に空隙が
画定され、該第５の接続部材の上面は第１の開口の開口面から突出し、該第６の接続部材
の上面は第２の開口の開口面から突出している第２の基板を準備する工程と、
　前記第３の接続部材を前記第５の接続部材に接触させ、前記第４の接続部材を前記第６
の接続部材に接触させて、接触部分を溶融させ、その後固化させるとともに、前記第１の
開口を取り囲む環状の領域及び前記第２の開口を取り囲む環状の領域において、前記堰堤
膜の上面を前記保護膜の上面に接触させる工程と
を有し、
　前記第５の接続部材の体積及び前記第１の開口の大きさは、前記溶融させ、その後固化
させる工程において、溶融した材料が前記第５の接続部材と前記第１の開口の内周面との
間の前記空隙内に侵入し、前記第１の開口の外部には流出しない寸法にされており、前記
第６の接続部材の体積及び前記第２の開口の大きさは、前記溶融させ、その後固化させる
工程において、溶融した材料が前記第６の接続部材と前記第２の開口の内周面との間の前
記空隙内に侵入し、前記第２の開口の外部には流出しない寸法にされている半導体装置の
製造方法が提供される。
【発明の効果】
【００１５】
　半導体素子を支持基板に実装する際に、接続部材の一部が溶融する。溶融した金属が、
堰堤膜に形成された開口内に止まることにより、電極間の短絡の発生を防止することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　図１及び図２を参照して、第１の実施例による半導体装置及びその製造方法について説
明する。
【００１７】
　図１に示すように、第１の実施例による半導体装置は、サブマウント基板１と半導体発
光素子３０とを含んで構成される。
【００１８】
　サブマウント基板１の構造について説明する。シリコン等からなる下地基板２の主面上
に、酸化シリコンからなる厚さ３００ｎｍの絶縁膜３が形成されている。絶縁膜３の上に
、半導体発光素子３０のｐ側電極に接続される引出配線層４及びｎ側電極に接続される引
出配線層５が形成されている。引出配線層４及び５は、例えば厚さ１０ｎｍのチタン（Ｔ
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ｉ）層と厚さ１０００ｎｍの金（Ａｕ）層との２層構造を有する。なお、引出配線層４及
び５を、ニッケル（Ｎｉ）層とＡｕ層との２層構造としてもよい。
【００１９】
　引出配線層４及び５の上に、それぞれ接着層６及び７が形成されている。接着層６及び
７は、例えばＴｉで形成され、その厚さは１０ｎｍである。引出配線層４及び５の上面の
一部は、リード線接続のために露出している。
【００２０】
　ｐ側の接着層６の一部の表面上に、バリア層８、接続部材１０、接着層１２がこの順番
に積層されている。ｎ側の接着層７の一部の表面上にも、同様にバリア層９、接続部材１
１、接着層１３がこの順番に積層されている。バリア層８及び９は、下地基板２側から順
番に厚さ１０ｎｍのＴｉ層、厚さ１００ｎｍのＡｕ層、及び厚さ１００ｎｍの白金（Ｐｔ
）層が積層された３層構造を有する。接続部材１０及び１１は、Ａｕ層と錫（Ｓｎ）層と
が交互に配置された積層構造を有する。最下層及び最上層は共にＡｕ層とされている。Ａ
ｕ層及びＳｎ層の各々の厚さを、例えば７５．５ｎｍ及び１０９．４ｎｍとし、Ａｕ層を
６層、Ｓｎ層を５層配置した。なお、Ａｕ層及びＳｎ層の各々の厚さを５０ｎｍ～２００
ｎｍとしてもよい。接着層１２はＴｉで形成され、その厚さは１０ｎｍである。
【００２１】
　なお、バリア層８及び９を、タングステン（Ｗ）／Ａｕ／Ｐｔの３層構造、モリブデン
（Ｍｏ）／Ａｕ／Ｐｔの３層構造としてもよい。ここで、「Ｘ／Ｙ／Ｚ」なる表記は、Ｘ
が最下層、Ｙが中層、Ｚが上層に配置されることを意味する。
【００２２】
　ｐ側の接着層６及び１２、ｐ側の接続部材１０、バリア層８、ｐ側の引出配線層４とｎ
側の引出配線層５との間の絶縁膜３、ｎ側の接着層７及び１３、ｎ側の接続部材１１、バ
リア層９が、堰堤膜１４で覆われている。堰堤膜１４は、例えば酸化シリコンで形成され
、その厚さは５００ｎｍ～３０００ｎｍである。
【００２３】
　堰堤膜１４及び接着層１２に、ｐ側の接続部材１０の上面の一部を露出させる開口１５
が形成され、堰堤膜１４及び接着層１３に、ｎ側の接続部材１１の上面の一部を露出させ
る開口１６が形成されている。
【００２４】
　次に、半導体発光素子３０の構造について説明する。サファイア基板３１の主面上に初
期核形成層３２、ｎ型半導体層３３、活性層３４、ｐ型半導体層３５がこの順番に積層さ
れている。これらの半導体層は、例えばＩｎｙＡｌ１－ｘ－ｙＧａｘＮ（ｘ＋ｙ≦１、０
≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１）等の窒化物半導体で形成される。活性層３４及びｐ型半導体層３
５の一部が除去され、ｎ型半導体層３３の一部が露出している。
【００２５】
　ｐ型半導体層３５の表面上に、ｐ側のオーミック電極３６が形成され、ｎ型半導体層３
３の露出した領域に、ｎ側のオーミック電極３７が形成されている。ｐ側のオーミック電
極３６は、例えば厚さ３ｎｍのＰｔ層と厚さ１００ｎｍのロジウム（Ｒｈ）層との２層構
造を有する。ｎ側のオーミック電極３７は、例えば、厚さ３ｎｍのＡｌ層、厚さ１００ｎ
ｍのＲｈ層、厚さ１００ｎｍのＡｕ層、厚さ１００ｎｍのＰｔ層、及び厚さ１００ｎｍ～
２０００ｎｍのＡｕ層が順番に積層された５層構造を有する。サファイア基板３１の主面
を基準として、ｐ側のオーミック電極３６及びｎ側のオーミック電極３７の上面の高さが
揃うように、ｎ側のオーミック電極３７の最上のＡｕ層の厚さが決定される。
【００２６】
　ｐ側のオーミック電極３６を、ＰｔやＲｈの単層構造にしてもよいし、Ｐｔ／銀（Ａｇ
）の２層構造にしてもよい。また、ｎ側のオーミック電極３７の２層目を、Ｒｈの代わり
にＰｔ、イリジウム（Ｉｒ）、パラジウム（Ｐｄ）等で形成してもよい。
【００２７】
　オーミック電極３６及び３７の表面上に、それぞれパッド電極（接続部材）３８及び３
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９が形成されている。パッド電極３８及び３９は、例えば厚さ３ｎｍのＮｉ層、厚さ１０
０ｎｍのＡｕ層、厚さ１００ｎｍのＰｔ層、及び厚さ２００ｎｍ～２０００ｎｍのＡｕ層
がこの順番に積層された４層構造を有する。パッド電極３８及び３９の第１層目をＮｉの
代わりにＴｉ、Ｗ、またはＭｏで形成してもよい。また、第２層目のＡｕ層を省略して３
層構造としてもよい。パッド電極３８及び３９の高さは、支持基板１側の開口１５及び１
６の深さ（堰堤膜１４の厚さ）に比べてやや大きくなるように設定されている。
【００２８】
　次に、サブマウント基板１の製造方法について説明する。下地基板１を洗浄し、表面を
清浄化する。下地基板１の主面上に、酸化シリコンからなる厚さ３００ｎｍの絶縁膜３を
スパッタリングにより形成する。なお、表面に熱酸化膜が形成されたシリコン基板を用い
る場合には、スパッタリングによる絶縁膜形成工程を省略することができる。
【００２９】
　引出配線層４及び５に整合する開口を有するレジストパターンを形成し、引出配線層４
及び５となるＴｉ層、Ａｕ層、及び接着層６及び７となるＴｉ層を順番に電子ビーム蒸着
により形成する。リフトオフ法を用いて、不要な領域のＴｉ層及びＡｕ層を除去し、引出
配線層４、５及び接着層６、７を形成する。この時点では、接着層６、７が引出配線層４
、５の全面を覆っているが、後のエッチング工程で、引出配線層４、５の表面の一部が露
出する。
【００３０】
　接続部材１０、１１に整合する開口を有するレジストパターンを形成し、電子ビーム蒸
着により、バリア層８、９から接着層１２、１３までの各層を堆積する。リフトオフ法に
より、各層の不要な部分を除去する。これにより、バリア層８、９、接続部材１０、１１
、及び接着層１２、１３が残る。
【００３１】
　全面に、厚さ５００ｎｍ～３０００ｎｍの酸化シリコン膜をスパッタリングにより形成
する。この酸化シリコン膜をパターニングすることにより、堰堤膜１４を残す。このとき
、開口１５、１６が形成され、引出配線層４及び５の表面の一部が露出する。開口１５及
び１６の底面に、接続部材１０及び１１の最上のＡｕ層が露出する。酸化シリコン膜をウ
ェットエッチングすると、一般的に、開口１５及び１６の底面が開口面（上面）よりも小
さくなるように、その側面が傾斜する。開口１５及び１６は、その底面が、半導体発光素
子３０のパッド電極３８及び３９の最上面よりも大きくなるような形状にされる。
【００３２】
　シリコン基板２の研削及び研磨を行い、その厚さを１００μｍ程度まで薄くする。スク
ライブ及びブレーキングを行い、素子単位に分離する。
【００３３】
　次に、半導体発光素子３０の形成方法について説明する。サファイア基板３１の主面上
に、初期核形成層３２、ｎ型半導体層３３、活性層３４、及びｐ型半導体層３５を成長さ
せる。これらの層は、有機金属気相エピタキシャル成長（ＭＯＶＰＥ）、分子線エピタキ
シャル成長（ＭＢＥ）により成長させることができる。
【００３４】
　ｐ型半導体層３５及び活性層３４の一部をエッチングして、ｎ型半導体層３３の一部を
露出させる。このエッチングの深さは、例えば７００ｎｍとする。ｐ型半導体層３５の表
面上に、ｐ側のオーミック電極３６を、電子ビーム蒸着とリフトオフ法を用いて形成する
。その後、ｎ型半導体層３３の露出した領域上に、ｎ側のオーミック電極３７を、電子ビ
ーム蒸着とリフトオフ法により形成する。ｎ側のオーミック電極３７の最上面の高さが、
ｐ側のオーミック電極３６の最上面の高さに揃うように、ｎ側のオーミック電極３７の最
上のＡｕ層の厚さが設定されている。
【００３５】
　オーミック電極３６及び３７の表面上に、それぞれパッド電極３８及び３９を、電子ビ
ーム蒸着及びリフトオフ法により形成する。サファイア基板３１の研削及び研磨を行い、
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その厚さを１００μｍ～２３０μｍまで薄くする。その後、スクライブ及びブレーキング
を行い、素子単位に分離する。
【００３６】
　次に、半導体発光素子３０をサブマウント基板１にフリップチップボンディングする手
順を説明する。
【００３７】
　シリコン基板２の主面とサファイア基板３１の主面とが向き合うように、サブマウント
基板１と半導体発光素子３０とを対向配置させる。シリコン基板２の主面に垂直な視線で
見たとき、パッド３８が開口１５の内側に位置し、パッド３９が開口１６の内側に位置す
るように、サブマウント基板１と半導体発光素子３０との位置を調整する。
【００３８】
　パッド電極３８及び３９を、それぞれ開口１５及び１６内に挿入し、接続部材１０及び
１１に接触させる。サブマウント基板１と半導体発光素子３０とに圧力を印加した状態で
加熱して高温状態を保持し、その後冷却する。パッド電極３８の最上のＡｕ層と接続部材
１０とが共晶化され、パッド電極３９の最上のＡｕ層と接続部材１１が共晶化される。加
熱条件として、好適な共晶温度プロファイルが選択される。本実施例で使用したＡｕＳｎ
共晶金属では、Ｓｎ濃度が２０重量％である。この共晶組成のＡｕＳｎの共晶点は２８０
～３００℃である。このように、接続部材１０とパッド電極３８との接触部分及び接続部
材１１とパッド電極３９との接触部分を共晶化させることにより、半導体発光素子３０を
サブマウント基板１に固定すると共に、両者の電気的接続を得ることができる。
【００３９】
　図２に、半導体発光素子３０がサブマウント基板１にボンディングされた状態の半導体
装置の断面図を示す。オーミック電極３６及び３７の上面が、堰堤膜１４に形成された開
口１５及び１６を取り囲む環状の領域において、堰堤膜１４の上面に接する。このため、
オーミック電極３６と引出配線層４との間に、堰堤膜１４で取り囲まれた閉じた空間が画
定される。同様に、オーミック電極３７と引出配線層５との間に、堰堤膜１４で取り囲ま
れた閉じた空間が画定される。ｐ側の引出配線層４の露出した領域にリード線４０が接続
され、ｎ側の引出配線層５の露出した領域にリード線４１が接続される。
【００４０】
　ｐ側のバリア層８、接続部材１０、及びパッド電極３８が、支持基板１側の引出電極層
４と半導体素子３０側のオーミック電極３６とを電気的に接続する。ｎ側のバリア層９、
接続部材１１、及びパッド電極３９が、支持基板１側の引出電極層５と半導体素子３０側
のオーミック電極３７とを電気的に接続する。
【００４１】
　開口１５の内周面とパッド電極３８の外周面との間に空隙が画定される。パッド電極３
８の高さが開口１５の深さ（堰堤膜１４の厚さ）よりもやや大きいため、パッド電極３８
の上面側の表層部が接続部材１０内に埋め込まれると共に、溶融した金属がこの空隙内に
侵入する。実施例においては、パッド電極３８の体積が開口１５の容積よりも小さくされ
ている。このため、空隙内に溶融した金属が侵入したとしても、空隙を埋め尽くすことは
なく、空隙が残存する。従って、溶融した金属が開口１５の外に漏れ出すことを防止でき
る。
【００４２】
　溶融した金属の漏れ出しを防止するためには、パッド電極３８の体積を開口１５の容積
の９７％以下にすることが好ましく、９５％以下にすることがより好ましい。また、パッ
ド電極３８を小さくしすぎると、十分な接着強度が得られない。このため、パッド電極３
８の体積を開口１５の容積の７０％以上にすることが好ましく、８５％以上にすることが
より好ましい。すなわち、開口１５の容積に対して、開口１５内に残存する空隙の容積の
割合を、３％～３０％にすることが好ましく、５％～１５％にすることがより好ましい。
【００４３】
　ｎ側のパッド３９と開口１６との関係も、ｐ側のパッド３８と開口１５との関係と同様
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である。これにより、ｐ側の電極とｎ側の電極との短絡故障を防止することができる。
【００４４】
　また、堰堤膜１４の厚さにより、実装時におけるサブマウント基板１と半導体発光素子
３０との間隔が規定される。すなわち、接合部材１０及び１１への、パッド電極３８及び
３９の埋込深さを容易に調整することができる。これにより、パッド電極が必要以上に接
合部材中に埋め込まれて溶融した金属が基板面に沿って拡がることを防止できる。
【００４５】
　ＡｕとＳｎとを共晶化させるときに、接続部材１０及び１１が溶融した状態では、サブ
マウント基板１と半導体発光素子３０との相対位置が不安定になる。第１の実施例では、
半導体発光素子３０のパッド電極３８及び３９が、それぞれサブマウント基板１の開口１
５及び１６内に挿入されているため、接続部材１０及び１１が溶融した状態でも、サブマ
ウント基板１と半導体発光素子３０との相対位置を拘束することができる。これにより、
位置ずれに起因する歩留まりの低下を防止することができる。十分な位置ずれ防止効果を
得るために、堰堤膜１４の厚さを５００ｎｍ以上とすることが好ましい。酸化シリコンの
エッチング工程における処理時間やサイドエッチングの深さ等の観点から、堰堤膜１４の
厚さを３０００ｎｍ以下とすることが好ましく、１０００ｎｍ以下とすることがより好ま
しい。
【００４６】
　パッド電極３８の最上のＡｕ層と接続部材１０とで形成されたＡｕＳｎ共晶部材が、堰
堤膜１４により画定された閉じた空間内に配置される。このため、ＡｕＳｎ共晶部材が配
置された空間への水分の侵入を防止することができる。一般に、水分の存在下でＳｎが電
気化学的マイグレーションを起こしやすいことが知られている。第１の実施例では、Ａｕ
Ｓｎ共晶部材が水分に晒されることを抑制できるため、Ｓｎのマイグレーションを抑制し
、半導体装置の信頼性向上を図ることができる。
【００４７】
　第１の実施例では、１層の厚さを５０ｎｍ～２００ｎｍとしたＡｕとＳｎとの多層構造
を加熱することによりＡｕＳｎ共晶部材を形成した。これにより、一般的なＡｕＳｎ共晶
合金法に比べて、安定した共晶過程を得ることができた。例えば、Ｓｎの含有量が２０重
量％のＡｕＳｎ合金を蒸着源として用いた場合、ＡｕとＳｎとの蒸発量が経時的に変化す
る。このため、堆積膜の組成が目標とする組成からずれてしまう。組成がずれると共晶温
度が変化してしまい、共晶反応が不十分になる場合がある。多層構造にすることにより、
接続部材の組成を目標値に近づけ、共晶反応を安定化させることができる。
【００４８】
　次に、接続部材１０、１１の積層構造、及びそれに対向するパッド電極３８、３９の最
上のＡｕ層の厚さについて説明する。ＡｕとＳｎとの共晶合金の共晶比を、重量比でＡｕ
：Ｓｎ＝８０：２０とする場合を考える。この場合、ＡｕとＳｎとの体積比は０．５４４
：０．４５６になる。ここで、スパッタリングで成膜したＳｎ膜は灰色錫であることがわ
かったため、その密度を５．７６ｇ／ｃｍ３とした。以下の説明では、一般化して、共晶
金属全体に対するＡｕ及びＳｎの体積比を、それぞれＶａｕ及びＶｓｎとする。
【００４９】
　接続部材１０を構成するＳｎ層の層数をｎとすると、Ａｕ層の層数はｎ＋１になる。さ
らにパッド電極３８の最上のＡｕ層も共晶反応に関与するため、共晶反応に関与するＡｕ
層の層数はｎ＋２になる。
【００５０】
　パッド電極３８の最上のＡｕ層と接続部材１０との合計の厚さをＬｔとする。このとき
、各Ａｕ層の厚さＬａｕ、各Ｓｎ層の厚さＬｓｎは、
【００５１】
（数１）
Ｌａｕ＝Ｌｔ×Ｖａｕ／（ｎ＋２）
Ｌｓｎ＝Ｌｔ×Ｖｓｎ／ｎ



(11) JP 4580633 B2 2010.11.17

10

20

30

40

50

となる。合計の厚さＬｔを１２００ｎｍ、Ｓｎ層の層数ｎを５とすると、Ｖａｕ＝０．５
４４、Ｖｓｎ＝０．４５６のとき、
【００５２】
（数２）
Ｌａｕ＝９３．３ｎｍ
Ｌｓｎ＝１０９．４ｎｍ
となる。
【００５３】
　上記第１の実施例において、堰堤膜１４の厚さを１０００ｎｍとし、パッド電極３８を
構成するＮｉ／Ａｕ／Ｐｔ／Ａｕ層の厚さを、それぞれ３ｎｍ／１００ｎｍ／１００ｎｍ
／１０００ｎｍとした場合について考察する。この場合、パッド電極３８の上面の厚さ約
２００ｎｍの表層部が、接続部材１４内に埋め込まれる。この厚さ２００ｎｍの表層部が
共晶反応に関与すると考えることができる。共晶金属部全体の厚さＬｔを１２００ｎｍと
すると、Ａｕ層の全体の厚さは１２００×Ｖａｕ［ｎｍ］になる。このうちの２００ｎｍ
の部分がパッド電極３８から供給されるため、接続部材１０を構成するＡｕ層の全体の厚
さを（１２００×Ｖａｕ－２００）［ｎｍ］にすればよい。Ａｕ層の層数が６であるから
、各Ａｕ層の厚さは７５．５ｎｍになる。また、各Ｓｎ層の厚さは、上述の計算結果どお
り、１０９．４ｎｍになる。
【００５４】
　このように、接続部材１０を構成するＳｎ層の体積比が、共晶比から求められる体積比
よりも大きくされている。従って、接続部材１０が溶融した時に、Ｓｎに比べてＡｕが不
足する。不足したＡｕを補うために、パッド電極３８の最上のＡｕ層が溶融して共晶反応
が生ずることになる。このようにして、パッド電極３８と接続部材１０との接着性を高め
ることができる。
【００５５】
　また、第１の実施例では、引出配線層４と堰堤膜１４との間に接着層６が配置され、引
出配線層５と堰堤膜１４との間に接着層７が配置されている。接続部材１０の上面（半導
体発光素子３０に対向する面）は、パッド電極３８の上面（支持基板１に対向する面）よ
りも広い。堰堤膜１４は、接続部材１０の上面の一部に、接着層１２を介して密着する。
接続部材１１とパッド電極３９との関係も同様であり、堰堤膜１４が接着層１３を介して
接続部材１１の上面の一部に密着する。接着層１２は、堰堤膜１４の密着性を高める機能
を有する。実施例では、接着層の材料としてＴｉを用いたが、ＮｉやＡｌを用いてもよい
。
【００５６】
　活性層３４に電流を注入すると、発光が生ずる。サファイア基板３１は、この光を透過
させる。このため、サファイア基板３１を通して、光が外部に放射される。サブマウント
基板１の方に向かって伝搬する光は、ｐ側のオーミック電極３６で反射され、サファイア
基板３１を通して外部に放射される。
【００５７】
　上記第１の実施例では、サブマウント基板１の下地として導電性を有するシリコン基板
を用いたが、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）やアルミナ（Ａｌ２Ｏ３）等の絶縁性の基板を
用いてもよい。この場合には、図１に示した絶縁膜３を形成することなく、下地基板の上
に引出配線層４及び５を直接形成してもよい。下地基板の材料として、熱伝導率が高く、
かつ熱膨張係数が半導体発光素子の熱膨張係数と近いものが好ましい。このような導電性
材料の例として、シリコン以外にＣｕＷ等が挙げられる。
【００５８】
　上記実施例では、堰堤膜１４の材料として酸化シリコンを用いたが、その他の絶縁材料
を用いてもよい。例えば、アルミナ（Ａｌ２Ｏ３）、酸化チタン（ＴｉＯ２、Ｔｉ２Ｏ５

）、ジルコニア（ＺｒＯ２）、ハフニア（ＨｆＯ２）等の耐熱性の酸化物絶縁材料、また
はポリイミド樹脂等の耐熱性高分子材料を用いてもよい。
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【００５９】
　次に、図３及び図４を参照して、第２の実施例について説明する。図３にフリップチッ
プボンディング前の状態を示し、図４に、フリップチップボンディング後の状態を示す。
第２の実施例による半導体装置と第１の実施例による半導体装置との主な相違点は、第２
の実施例では、半導体発光素子３０の、サブマウント基板１に対向する面が保護膜５０で
覆われている点である。第１の実施例では、保護膜は形成されていなかった。以下、第１
の実施例との相違点について説明する。
【００６０】
　図３に示すように、半導体発光素子３０の、サブマウント基板１に対向する面が、酸化
シリコンからなる保護膜５０で覆われている。サブマウント基板１の開口１５及び１６に
対応する位置に、それぞれ保護膜５０を貫通する開口５３及び５４が形成されている。開
口５３及び５４の底面に、それぞれオーミック電極３６及び３７の上面が現われている。
開口５３の底面に現われたオーミック電極３６の表面上にパッド電極３８が形成され、開
口５４の底面に現われたオーミック電極３７の表面上にパッド電極３９が形成されている
。
【００６１】
　ｐ側のオーミック電極３６の上面と保護膜５０との間に接着層５１が配置され、ｎ側の
オーミック電極３７の上面と保護膜５０との間に接着層５２が配置されている。接着層５
１及び５２は、Ｔｉ、Ｎｉ、Ａｌ等で形成される。
【００６２】
　以下、半導体発光素子３０の製造方法について、第１の実施例による半導体発光素子３
０との相違点に着目して説明する。
【００６３】
　ｐ側のオーミック電極３６を形成するときに、Ｐｔ層とＲｈ層との２層のみではなく、
Ｒｈ層の上にさらに厚さ１０ｎｍのＴｉ層を電子ビーム蒸着する。リフトオフ法により、
オーミック電極３６を形成する。この時点で、オーミック電極３６の上面に、接着層５１
となるＴｉ層が残っている。ｎ側のオーミック電極３７を形成するときに、Ａｌ／Ｒｈ／
Ａｕ／Ｐｔ／Ａｕの５層のみではなく、さらに厚さ１０ｎｍのＴｉ層を電子ビーム蒸着す
る。リフトオフ法により、オーミック電極３７を形成する。この時点で、オーミック電極
３７の上面に、接着層５２となるＴｉ層が残っている。
【００６４】
　全面を覆うように、酸化シリコンからなる厚さ３００ｎｍの保護膜５０を、スパッタリ
ングにより形成する。保護膜５０の一部をレジストパターンで覆ってエッチングすること
により、開口５３及び５４を形成する。このとき、開口５３及び５４の底面に露出するＴ
ｉ層もエッチングされ、オーミック電極３６及び３７の上面が露出する。
【００６５】
　パッド電極３８及び３９を、電子ビーム蒸着とリフトオフ法により形成する。パッド電
極３８及び３９は、厚さ３ｎｍのＮｉ層、厚さ１００ｎｍのＡｕ層、厚さ１００ｎｍのＰ
ｔ層、及び厚さ２００ｎｍ～２０００ｎｍのＡｕ層がこの順番に積層された４層構造を有
する。最上のＡｕ層の厚さは、サブマウント基板１側の開口１５及び１６の深さ（堰堤膜
１４の厚さ）、パッド電極３８及び３９の表面の平坦度、適当な押し当て代等を加味して
決定される。堰堤膜１４の厚さが１μｍ、保護膜５０の厚さが３００ｎｍ、パッド電極３
８及び３９の表面のうねりが２０ｎｍであり、押し当て代を２００ｎｍとすると、パッド
電極３８及び３９の最上のＡｕ層の好適な厚さは、一例として１３００ｎｍになる。すな
わち、第１の実施例のパッド電極３８及び３９の厚さよりも、保護膜５０の厚さ分だけ厚
くされている。
【００６６】
　図４に示すように、半導体発光素子３０をサブマウント基板１に実装した状態では、保
護膜５０の上面が、開口１５及び１６の周囲（開口１５及び１６の各々を取り囲む環状の
領域）において堰堤膜１４の上面に接する。ｐ側のオーミック電極３６と引出配線層４と
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の間、及びｎ側のオーミック電極３７と引出配線層５との間に、堰堤膜１４と保護膜５０
で取り囲まれた閉じた空間が画定される。
【００６７】
　サブマウント基板１側に形成された開口１５の容積を、パッド電極３８のうち保護膜５
０の上面から突出した部分の体積よりも大きくしておくことにより、溶融した金属が開口
１５の外部に流出することを防止できる。同様に、開口１６の容積を、パッド電極３９の
うち保護膜５０の上面から突出した部分の体積よりも大きくしておくことにより、溶融し
た金属が開口１６の外部に流出することを防止できる。
【００６８】
　なお、第２の実施例の場合には、半導体発光素子３０側にも開口５３及び５４が設けら
れているため、これらの開口をも考慮して、パッド電極３８及び３９の体積を設定しても
よい。例えば、パッド電極３８の体積を、開口１５の容積と開口５３の容積との和よりも
小さくしておけばよい。第１の実施例の場合と同様に、パッド電極３８の体積を、開口１
５の容積と開口５３の容積との和の９７％以下とすることが好ましく、９５％以下とする
ことがより好ましい。また、パッド電極３８の体積を、開口１５の容積と開口５３の容積
との和の７０％以上とすることが好ましく、８５％以上とすることがより好ましい。
【００６９】
　第１の実施例では、図２に示したように、オーミック電極３６及び３７の一部が露出す
る。これに対し、第２の実施例では、図４に示したように、オーミック電極３６及び３７
が保護膜５０で完全に覆われる。サブマウント基板１と半導体発光素子３０との接続に関
与する金属部材が露出しないため、耐候性の向上を図ることができる。
【００７０】
　図５を参照して、第３の実施例による半導体装置について説明する。図５は、半導体発
光素子３０ａをサブマウント基板１ａに実装する前の状態の断面図である。
【００７１】
　サブマウント基板１ａの構造及び製造方法について説明する。第１の実施例の場合と同
様に、シリコン基板２の主面上に、絶縁膜３、引出配線層４、５、及び接着層６、７が形
成されている。
【００７２】
　接着層６の表面の一部の領域上にｐ側のパッド電極（サブマウント基板側の接続部材）
６１が形成され、その上に接着層６３が形成されている。接着層５の表面の一部の領域上
にｎ側のパッド電極６２が形成され、その上に接着層６４が形成されている。パッド電極
６１及び６２は、厚さ１０ｎｍのＴｉ層、厚さ１００ｎｍのＡｕ層、厚さ１００ｎｍのＰ
ｔ層、及び厚さ６００ｎｍのＡｕ層がこの順番で積層された４層構造を有する。接着層６
３及び６４は、厚さ１０ｎｍのＴｉ層で構成される。これらの層は、引出配線層４、５及
び接着層６、７を形成した後、電子ビーム蒸着とリフトオフ法により形成される。本実施
例においては、パッド電極６１及び６２の最上のＡｕ層の厚さを１００ｎｍ～１０００ｎ
ｍとしてもよい。
【００７３】
　厚さ１０００ｎｍの酸化シリコン膜を全面に堆積し、パターニングすることにより、堰
堤膜１４ａが形成されている。このパターニング時に、接着層６、７、６３、及び６４の
露出した部分がエッチングされる。堰堤膜１４ａには、パッド電極６１及び６２の上面を
露出させる開口１５ａ及び１６ａが形成されるとともに、引出配線層４及び５の一部が露
出する。
【００７４】
　次に、半導体発光素子３０ａの構造及び製造方法について説明する。図１に示した第１
の実施例の場合と同様に、サファイア基板３１の主面上に、初期核形成層３２、ｎ型半導
体層３３、活性層３４、ｐ型半導体層３５、ｐ側のオーミック電極３６、及びｎ側のオー
ミック電極３７が形成されている。ただし、ｎ側のオーミック電極３７は、第１の実施例
のｎ側のオーミック電極３７よりも薄く、厚さ３ｎｍのＡｌ層と厚さ１００ｎｍのＲｈ層
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との２層構造を有する。
【００７５】
　ｐ側のオーミック電極３６の表面上にバリア層７１が形成され、ｎ側のオーミック電極
３７の表面上にバリア層７２が形成されている。バリア層７１は、厚さ１００ｎｍのＡｕ
層、厚さ１００ｎｍのＰｔ層、及び厚さ１００ｎｍのＡｕ層がこの順番に積層された３層
構造を有する。バリア層７２は、厚さ１００ｎｍのＡｕ層、厚さ１００ｎｍのＰｔ層、及
び厚さ８００ｎｍのＡｕ層がこの順番に積層された３層構造を有する。なお、最上のＡｕ
層の厚さは、必要に応じて１００ｎｍ～２０００ｎｍの範囲内から選択される。なお、ｎ
側のオーミック電極３７とバリア層７２との全体は、Ａｌ／Ｒｈ／Ａｕ／Ｐｔ／Ａｕの５
層構造を有し、図１に示した第１の実施例のｎ側オーミック電極３７と同一の積層構造に
なる。第３の実施例では、基板側のＡｌ／Ｒｈの２層をオーミック電極と呼び、その上の
Ａｕ／Ｐｔ／Ａｕの３層をバリア層と呼ぶこととする。
【００７６】
　バリア層７１の表面の一部の領域上に、ｐ側の接続部材７３が形成され、バリア層７２
の表面の一部の領域上に、ｎ側の接続部材７４が形成されている。接続部材７３及び７４
は、厚さ２０ｎｍのＮｉ層と、その上にＡｕ層とＳｎ層とが交互に配置された多層構造を
有する。第３の実施例では、Ａｕ層の厚さを８０．３ｎｍとし、Ｓｎ層の厚さを１０６．
３ｎｍとした。また、Ａｕ層を７層、Ｓｎ層を６層配置することにより、最下層及び最上
層を共にＡｕ層とした。
【００７７】
　サブマウント基板１ａと半導体発光素子３０ａとを対向配置した状態で、基板の主面の
法線に平行な視線で見たとき、接続部材７３が開口１５ａに内包され、接続部材７４が開
口１６ａに内包される。バリア層７１は開口１５ａの外周よりも外側まで広がり、バリア
層７２は開口１６ａの外周よりも外側まで広がる。
【００７８】
　次に、半導体発光素子３０ａの製造方法について説明する。活性層３４及びｐ型半導体
層３５の一部をエッチングして、ｎ型半導体層３３の一部を露出させる工程までは、第１
の実施例の場合と同様である。
【００７９】
　ｐ型半導体層３５の表面上に、電子ビーム蒸着とリフトオフ法により、オーミック電極
３６及びバリア層７１を形成する。その後、ｎ型半導体層３３の表面の露出した領域上に
、電子ビーム蒸着とリフトオフ法により、オーミック電極３７及びバリア層７２を形成す
る。次に、電子ビーム蒸着とリフトオフ法により、バリア層７１及び７２の上に、それぞ
れ接続部材７３及び７４を形成する。
【００８０】
　接続部材７３及び７４を、それぞれ開口１５ａ及び１６ａ内に挿入し、接続部材７３、
７４、及びパッド電極６１、６２の最上のＡｕ層を共晶化させる。バリア層７１及び７２
の上面の一部が、それぞれ開口１５ａ及び１６ａの周囲において堰堤膜１４ａの上面に接
する。これにより、バリア層７１と引出配線層４との間、及びバリア層７２と引出配線層
５との間に、堰堤膜１４ａで囲まれた閉じた空間が画定される。接続部材７３とパッド電
極６１、及び接続部材７４とパッド電極６２は、これらの閉じた空間内に配置される。こ
のため、第１の実施例の場合と同様に、溶融した金属が開口１５ａ及び１６ａから外部に
漏れ出すことを防止できる。
【００８１】
　図６に示すように、半導体発光素子３０ａの、サブマウント基板１ａに対向する面を、
図３に示した第２の実施例の場合と同様に、酸化シリコンからなる保護膜７５で覆っても
よい。保護膜７５とバリア層７１の上面との間に接着層７６が配置され、保護膜７５とバ
リア層７２の上面との間に接着層７７が配置されている。半導体発光素子３０ａをサブマ
ウント基板１ａに実装した状態では、保護膜７５の上面が、開口１５ａ及び１６ａの周囲
において堰堤膜１４ａの上面に接する。接続部材７３及び７４は、図５に示した接続部材
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７３及び７４よりも、接着層７６と保護膜７５との合計の厚さ分だけ厚くされる。
【００８２】
　図７を参照して、第４の実施例による半導体装置について説明する。以下、図５に示し
た第３の実施例による半導体装置と対比しながら説明する。
【００８３】
　第４の実施例のサブマウント基板１ｂにおいては、第３の実施例のパッド電極６１及び
６２の代わりに、バリア層８１及び８２が配置されている。バリア層８１及び８２の構造
は、パッド電極６１及び６２の構造と同一である。開口１５ａの底面に露出したバリア層
８１の上に、接続部材８３が形成され、開口１６ａの底面に露出したバリア層８２の上に
、接続部材８４が形成されている。その他の構成は、第３の実施例によるサブマウント基
板１ａの構成と同様である。接続部材８３と開口１５ａの内周面との間に空隙が画定され
、接続部材８４と開口１６ａの内周面との間にも空隙が画定されている。接続部材８３及
び８４の上部は、堰堤膜１４ａの上面からやや突出している。接続部材８３の体積は、開
口１５ａの容積よりも小さく、接続部材８４の体積は、開口１６ａの容積よりも小さい。
【００８４】
　接続部材８３及び８４は、開口１５ａ及び１６ａを有する堰堤膜１４ａを形成した後、
電子ビーム蒸着とリフトオフ法により形成される。
【００８５】
　第４の実施例における半導体発光素子３０ｂにおいては、第３の実施例のバリア層７１
及び７２の代わりに、パッド電極８７及び８８が配置されている。パッド電極８７及び８
８の構造は、バリア層７１及び７２の構造と同一である。第４の実施例では、サブマウン
ト基板１ｂ上に接続部材８３及び８４が配置されているため、半導体発光素子３０ｂには
、第３の実施例の接続部材７３及び７４に相当する部材は配置されていない。
【００８６】
　半導体発光素子３０ｂをサブマウント基板１ｂに実装した状態では、パッド電極８７及
び８８の上面が、開口１５ａ及び１６ａの周囲において、堰堤膜１４ａの上面に接触する
。接続部材８３、８４、及びパッド電極８７、８８の最上のＡｕ層が共晶化する。溶融し
た金属は、開口１５ａ及び１６ａ内の空隙内に侵入し、開口１５ａ及び１６ａの外部には
流出しない。
【００８７】
　第１の実施例の場合と同様に、接続部材８３の体積を、開口１５ａの容積の９７％以下
にすることが好ましく、９５％以下にすることがより好ましい。また、接続部材８３の体
積を、開口１５ａの容積の７０％以上にすることが好ましく、８５％以上にすることがよ
り好ましい。
【００８８】
　図８に示すように、半導体発光素子３０ｂの、サブマウント基板１ｂに対向する面を、
酸化シリコンからなる保護膜９０で覆ってもよい。保護膜９０とパッド電極８７の上面と
の間に接着層９１が配置され、保護膜９０とパッド電極８８の上面との間に接着層９２が
配置されている。サブマウント基板１ｂの開口１５ａ及び１６ａに対応する位置に、保護
膜９０及び接着層９１、９２を貫通し、パッド電極８７及び８８の一部を露出させる開口
９３及び９４が形成されている。
【００８９】
　サブマウント基板１ｂの接続部材８３及び８４は、図７に示した接続部材８３及び８４
よりも、保護膜９０と接着層９１との合計の厚さ分だけ厚くされている。接続部材８３及
び８４が、それぞれ開口９３及び９４の底面に露出したパッド電極８７及び８８に密着し
て共晶化が行われる。
【００９０】
　図９（Ａ）及び図９（Ｂ）を参照して、第５の実施例による半導体装置について説明す
る。図９（Ａ）に、半導体発光素子３０ｃの断面図を示し、図９（Ｂ）に、その底面図を
示す。図９（Ｂ）の一点鎖線Ａ９－Ａ９における断面図が図９（Ａ）に相当する。図１に
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示した第１の実施例の半導体発光素子３０と対比しながら説明する。
【００９１】
　第１の実施例においては、パッド電極３８が一つの部分で構成されていたが、第５の実
施例では、パッド電極３８に対応する部材が４つの部分３８ａ～３８ｄに分割されている
。さらに、パッド電極３９に対応する部分が２つの部分３９ａ及び３９ｂに分割されてい
る。その他の構成は、図１に示した第１の実施例の半導体発光素子３０と同一である。
【００９２】
　パッド電極の各部分３８ａ～３８ｄの相互に隣り合う部分の間に間隙が画定されている
。また、パッド電極の２つの部分３９ａと３９ｂとの間にも間隙が画定されている。
【００９３】
　パッド電極が大きくなると、共晶接着工程において、パッド電極を図１に示す接合部材
１０及び１１に押し付け、接続部材１０、１１及びパッド電極の一部を溶融させた際に、
溶融した金属が偏流を起こし、堰堤膜１４を乗り越えて、開口１５及び１６の外部に流出
してしまう場合がある。第５の実施例のように、パッド電極を複数の部分に分割し、相互
に隣り合う部分の間に間隙を設けておくと、溶融した金属がこの間隙内に侵入する。この
ため、溶融した金属の偏流を防止でき、安定した接着が可能になる。
【００９４】
　パッド電極の分割は、第１の実施例による半導体発光素子のパッド電極に限らず、その
他の実施例によるパッド電極に適用してもよいし、接続部材を分割してもよい。例えば、
図５に示した第３の実施例に適用する場合には、半導体発光素子３０ａ上に配置された接
続部材７３及び７４の各々を複数の部分に分割すればよい。図７に示した第４の実施例に
適用する場合には、開口１５ａ及び１６ａ内に配置された接続部材８３及び８４の各々を
複数の部分に分割すればよい。また、パッド電極や接続部材を完全に分離してしまう必要
はなく、パッド電極の上面（接続部材に対向する面）や接続部材の上面（パッド電極に対
向する面）に溝を形成してもよい。半導体基板をサブマウント基板に実装した状態では、
接続部材を形成する材料（ＡｕＳｎ共晶金属）がこの溝内に侵入している。図９（Ａ）に
示した例は、この溝の深さがパッド電極３８ａ～３８ｄ及び３９ａ、３９ｂの厚さと等し
い特殊な場合と考えることができる。
【００９５】
　図１０を参照して、第６の実施例による半導体装置について説明する。第１～第５の実
施例では、堰堤膜がサブマウント基板側に配置されていたが、第６の実施例では、半導体
発光素子側に配置されている。
【００９６】
　サブマウント基板１ｄの構造について説明する。シリコン基板１、絶縁膜３、引出配線
層４及び５は、図１に示した第１の実施例の場合と同様である。ｐ側の引出配線層４の表
面の一部の領域上にパッド電極１０１が形成され、ｎ側の引出配線層５の表面の一部の領
域上にパッド電極１０２が形成されている。パッド電極１０１及び１０２は、基板側から
順番にＮｉ／Ａｕ／Ｐｔ／Ａｕが積層された４層構造を有する。
【００９７】
　半導体発光素子３０ｄの構造について説明する。サファイア基板３１、初期核形成層３
２、ｎ型半導体層３３、活性層３４、ｐ型半導体層３５、オーミック電極３６、３７、及
びバリア層７１、７２は、図５に示した半導体発光素子３０ａと同様の構造である。バリ
ア層７１の上に接続部材７３ａが形成され、バリア層７２の上に接続部材７４ａが形成さ
れている。接続部材７３ａの上面に接着層１０４が形成され、接続部材７４ａの上面に接
着層１０５が形成されている。オーミック電極３６から接着層１０４までの積層構造が、
電子ビーム蒸着とリフトオフ法を利用した工程で形成される。オーミック電極３７から接
着層１０５までの積層構造が、電子ビーム蒸着とリフトオフ法を利用した他の工程で形成
される。
【００９８】
　半導体発光素子３０ｄの、サブマウント基板１ｄに対向する面が、酸化シリコンからな
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る堰堤膜１０３で覆われている。堰堤膜１０３及び接着層１０４に開口１０６が形成され
、その底面に接続部材７３ａが露出している。堰堤膜１０３及び接着層１０５に開口１０
７が形成され、その底面に接続部材７４ａが露出している。
【００９９】
　サブマウント基板１ｄと半導体発光素子３０ｄとを対向させた状態で、基板法線に平行
な視線で見たとき、パッド電極１０１が開口１０６に内包され、パッド電極１０２が開口
１０７に内包される。パッド電極１０１を開口１０６内に挿入して接続部材７３ａに接触
させ、パッド電極１０２を開口１０７内に挿入して接続部材７４ａに接触させる。パッド
電極１０１の最上のＡｕ層と接続部材７３ａ、及びパッド電極１０２の最上のＡｕ層と接
続部材７４ａとを共晶化させることにより、半導体発光素子３０ｄがサブマウント基板１
ｄに実装される。
【０１００】
　パッド電極１０１の体積を開口１０６の容積よりも小さくし、パッド電極１０２の体積
を開口１０７の容積よりも小さくしておくことにより、共晶化時に溶融した金属が開口１
０６及び１０７の外部に漏れ出すことを防止できる。
【０１０１】
　図１１を参照して第７の実施例による半導体装置について、図１に示した第１の実施例
による半導体装置と対比しながら説明する。第７の実施例による半導体発光素子３０ｅは
、第１の実施例による半導体発光素子３０と同様の構造を有する。
【０１０２】
　第１の実施例では、シリコン基板２上に形成された絶縁膜３の表面上に、ｐ側の引出配
線層４とｎ側の引出配線層５とが形成されていたが、第７の実施例では、ｐ側の引出配線
層４ｅが、ｎ側の接続部材の配置されている領域まで延在している。ｐ側の引出配線層４
ｅの表面の一部の領域上に、バリア層８ｅ、接続部材１０ｅ、及び接着層１２ｅがこの順
番に積層されている。各層の構造は、図１に示した第１の実施例のバリア層８、接続部材
１０、及び接着層１２と同様である。
【０１０３】
　ｐ側の引出配線層４ｅの他の領域上に、接着層１１１及び絶縁膜１１２を介して、ｎ側
の引出配線層５ｅ、接着層７ｅ、バリア層９ｅ、接続部材１１ｅ、及び接着層１３ｅがこ
の順番に積層されている。接着層１１１は例えばＴｉで形成され、絶縁膜１１２は例えば
酸化シリコンで形成されている。引出配線層５ｅから接着層１３ｅまでの積層構造は、図
１に示した第１の実施例のｎ側の引出配線層５から接着層１３までの積層構造と同様であ
る。接続部材１０ｅと１３ｅとの上面の高さが揃うように、バリア層または接続部材の厚
さが調節されている。
【０１０４】
　サブマウント基板１ｅの、半導体発光素子３０ｅに対向する面上に堰堤膜１４ｅが形成
されている。堰堤膜１４ｅと接着層１２ｅとに開口１５ｅが形成され、その底面に接続部
材１０ｅが露出している。堰堤膜１４ｅと接着層１３ｅに開口１６ｅが形成され、その底
面に接続部材１１ｅが露出している。
【０１０５】
　第７の実施例では、ｎ側の引出配線層５ｅとｐ側の引出配線層４ｅとにより、絶縁膜１
１２を誘電体層とするキャパシタが構成される。これにより、静電破壊耐圧の向上を図る
ことができる。また、サブマウント基板の下地のシリコン基板に、予めツェナーダイオー
ドやバリスタを形成しておいてもよい。これらの素子は、静電破壊防止に有効である。
【０１０６】
　以上実施例に沿って本発明を説明したが、本発明はこれらに制限されるものではない。
例えば、種々の変更、改良、組み合わせ等が可能なことは当業者に自明であろう。
【図面の簡単な説明】
【０１０７】
【図１】第１の実施例による半導体装置の実装前の状態の断面図である。
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【図２】第１の実施例による半導体装置の実装後の断面図である。
【図３】第２の実施例による半導体装置の実装前の状態の断面図である。
【図４】第２の実施例による半導体装置の実装後の断面図である。
【図５】第３の実施例による半導体装置の実装前の状態の断面図である。
【図６】第３の実施例の変形例による半導体装置の実装前の状態の断面図である。
【図７】第４の実施例による半導体装置の実装前の状態の断面図である。
【図８】第４の実施例の変形例による半導体装置の実装前の状態の断面図である。
【図９（Ａ）】第５の実施例による半導体装置の発光素子の断面図である。
【図９（Ｂ）】第５の実施例による半導体装置の発光素子の底面図である。
【図１０】第６の実施例による半導体装置の実装前の状態の断面図である。
【図１１】第７の実施例による半導体装置の実装前の状態の断面図である。
【図１２】従来の半導体発光装置の断面図である。
【符号の説明】
【０１０８】
１　サブマウント基板
２　シリコン基板
３、１１２　絶縁膜
４、５　引出配線層
６、７、１２、１３、５１、５２、７６、７７、９１、９２、１０４、１０５、１１１　
接着層
８、９、７１、７２、８１、８２　バリア層
１０、１１、７３、７４、８３、８４　接続部材
１４、１０３　堰堤膜
１５、１６、５３、５４、９３、９４、１０６、１０７　開口
３０　半導体発光素子
３１　サファイア基板
３２　初期核成長層
３３　ｎ型半導体層
３４　活性層
３５　ｐ型半導体層
３６、３７　オーミック電極
３８、３９、６１、６２、８７、８８、１０１、１０２　パッド電極（接続部材）
４０、４１　リード線
５０、７５、９０　保護膜
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【図１０】

【図１１】 【図１２】
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